
「阿賀野川流域の減災に係る取組方針」について

令和８年３月１２日
第１２回 阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会
第７回 阿賀野川水系(阿賀野川)流域治水会議



今後、概ね５年を目安に取組方針の見直しを行う（令和７年度（今年度）を予定≒流域治水プロジェクトの短期
完了時期）

５年を待たずとも、流域治水プロジェクトの大きな変更・修正を行う際や、取組方針の修正が必要な際には適
宜、見直しを行う

「阿賀野川流域の減災に係る取組方針」の取扱い
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平成28年６月24日に令和２年度を目標として「阿賀野川流域の減災に係る取組方針」をとりまとめ

【５年間で達成すべき目標】

自然排水が困難な低平地が広がる下流域の地域特性を踏まえ、阿賀野川の大規模水害に対し、『安全な場所への確実な避難』 『社会経済被
害の最小化』を目標とする。

令和4年3月16日に「阿賀野川流域の減災に係る取組方針」を改正
危機管理型のハード対策については概ね完了の見込みとなったが、避難や水防対策については更なる充実
を図る

「５年間」の目標年を明記せずに継続して取り組み、「流域治水プロジェクト」で実施する

継続的なフォローアップを行うとともに、阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議と連携し必要に応じ、随時、
取組方針を見直すこととする。

【阿賀野川で達成すべき目標】

自然排水が困難な低平地が広がる下流域の地域特性を踏まえ、阿賀野川の大規模水害に対し、『安全な場所への確実な避難』 『社会経済被害
の最小化』を目標とする。



「緊急行動計画」の今後の展開について

○ 水防災意識社会の実現に向け、令和2年度を目標として、円滑かつ迅速な避難・被害軽減のための取り組み等につ
いて「緊急行動計画」として取りまとめ着実に推進してきた。このうち、危機管理型ハード対策については、令和2年度ま
でにおおむね完了の見込みとなったところ。
○ 緊急行動計画に含まれていた避難や水防対策については、引き続き、大規模氾濫減災協議会において「地域の取組
方針」を作成するとともに、これを各河川で進められている「流域治水プロジェクト」に位置付けることで、あらゆる関係者
との密接な連携体制のもと、防災・減災の取組を継続的に推進していく。

水防法 河川法 流域に関する対策

緊急行動計画 H28～R2 （５か年）

水防災意識社会の再構築 (大規模氾濫減災協議会 国管理河川１２９協議会)

流域治水 (流域治水協議会 国管理河川１１８協議会)

流域治水プロジェクト R3～

避難・水防対策

避難計画、防災教育、水位情報の強化、水防体制の充実など R2概ね完了見込み

危機管理型ハード対策等

地域の取組方針
※未達成のものは要因を分析し、流域治水プロジェクトとして位置づける

河川対策の検討
河川整備、ダム建設など 下水道、流出抑制、土地利用・住まい方の工夫、

浸水拡大抑制、利水ダムの活用など

流域対策の検討

R3以降

大規模氾濫減災協議会

避難・水防対策
地域の取組方針

避難計画、防災教育、水位情報の強化、水防体制の充実など

※１
大規模氾濫減災協議会では、緊急行動計画に危機管
理型ハード対策（河川法に係るもの）を位置づけ取
り組んできたが、R2に概ね完了するため、R3以降は、
避難・水防対策の更なる充実を図る。

※２

※１

※２
R3以降、大規模氾濫減災協議会では、避難・水防対
策の更なる充実を図る。流域治水協議会は、大規模
氾濫減災協議会等における取組の状況等を確認・点
検し 、流域治水プロジェクトに記載する。
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阿賀野川大規模氾濫に関
する減災対策協議会
（Ｈ２８年４月設置）

阿賀野川水系
ダム洪水調節
機能協議会
（Ｒ３年９月設置）

阿賀野川上流域（阿賀川）

連携・協働

水防法第15条の９
＜構成機関＞
河川管理者、氾濫域
市町村、利水ダム管
理者他

阿賀野川水防連絡会

「河川管理の強化について」S57河川局治水課長通達
＜構成機関＞河川管理者、水防管理団体

阿賀野川水系流域治水プロジェクト

阿賀野川水系（阿賀野川）
流域治水会議
（Ｒ２年９月設置） 河川法第51の2

＜構成機関＞
河川管理者、
利水ダム管理者、
治水ダム管理者、
ダムユーザー

＜構成機関＞
あらゆる関係者（国・
県・市町村・企業・住
民等）※減災対策協議
会構成機関を含む

連携
協働

連携・協働

【目的】あらゆる関係者が協働して、「流域治水」を計
画的に推進するための協議・情報共有を行う

【目的】「水防災意識社会」を再構築するため、洪水
氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策
を総合的かつ一体的に推進する

【目的】緊急時に既存ダムを最
大限活用するため、洪水調節
機能向上の取組の継続・推進
を図る

3


